
下関市国民健康保険にご加入中の方へ  

「高額療養費の支給申請手続」簡素化のご案内  

 

 

高額療養費の申請は、これまで月ごとに必要でしたが、令和６年８月以降の診療分で

高額療養費に該当した場合、簡素化の申請をすることで、以降の高額療養費は、あらか

じめご指定いただいた口座（原則は世帯主）への自動振込になります。  
 
 

●対象者について  

国民健康保険料の滞納がなく、医療費の一部負担金の支払がすべて完了している世帯  

 

●申請窓口  

・下関市役所保険年金課給付係（西棟 1 階  B4 番窓口）  

・本庁の各支所  

・各総合支所市民生活課   

 

●手続に必要なもの   

・保険証（有効期限内のもの）、マイナ保険証または資格確認書  

・本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード等）  

 ・口座番号がわかるもの（通帳、キャッシュカード等）  

※振込口座の名義人は原則世帯主としますが、世帯主でない場合は申請書の委任欄の記入が

必要です。  

  ※郵送申請をご希望の場合は、お問い合わせください。  

  

●簡素化の停止（自動振込の停止）について  

以下に当てはまる場合は、自動振込が停止となります。  

・国民健康保険料の滞納が発生した場合  

・世帯主が死亡または変更となった場合  

・指定口座に高額療養費を振り込むことができなくなった場合  

※停止後に、自動振込を再開する場合は、再度簡素化の申請が必要です。  

 

●注意事項  

・医療機関への一部負担金について、医療機関に照会する場合があります。  

・高額療養費を自動振込した後に、一部負担金を医療機関窓口で支払われていないことが

確認された場合は、返還していただくことになります。  

・第三者行為又は業務上の事故による傷病で診療を受けた場合はご連絡ください。  

 

  

 

【お問合わせ】〒750-8521 下関市南部町 1 番 1 号  

下関市役所保険年金課給付係     TEL： (083)231-1668 

 


